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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウインドウワイパのためのワイパブレード（１００）であって、払拭条片（１１２）と
、該払拭条片（１１２）をワイパアーム（１１８）に枢設するためのアダプタユニット（
１５０）とを備え、該アダプタユニット（１５０）が、前記払拭条片（１１２）に設けら
れたベースコネクタ装置（１６０）に取着されているとともに、前記ワイパアーム（１１
８）に配設されるコネクタ部材（１９０）に結合するために形成されている、ウインドウ
ワイパのためのワイパブレード（１００）において、前記アダプタユニット（１５０）が
、少なくとも部分的に空間曲線状に形成された案内要素（３５２，３５４，３５６，３５
８）を備える、持続的に前記ベースコネクタ装置（１６０）に取着される案内アダプタ（
２５０）を有しており、該案内アダプタ（２５０）が解離可能に、前記コネクタ部材（１
９０）に結合するために形成された機能アダプタ（２８０）に結合されており、該機能ア
ダプタ（２８０）は、該機能アダプタ（２８０）が前記案内アダプタ（２５０）に対して
相対的な並進及び回動の組み合わされた運動により少なくとも解放位置から保持位置へと
移動可能であるように前記案内要素（３５２，３５４，３５６，３５８）に沿って滑動可
能な滑動要素（３８２，３８４，３８６，３８８）を有していることを特徴とする、ウイ
ンドウワイパのためのワイパブレード。
【請求項２】
　前記案内要素（３５２，３５４，３５６，３５８）は、少なくとも部分的に縦長のＳ字
形に形成されている、請求項１記載のワイパブレード。
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【請求項３】
　前記案内要素（３５２，３５４，３５６，３５８）と前記滑動要素（３８２，３８４，
３８６，３８８）とは、実質的に同じ形状を与えられて形成されている、請求項１又は２
記載のワイパブレード。
【請求項４】
　前記案内アダプタ（２５０）は、前記保持位置において前記機能アダプタ（２８０）に
解除可能に係止されている少なくとも１つの操作可能な係止要素（２５２）を有しており
、該係止は、前記係止要素（２５２）の操作により解除可能である、請求項１から３まで
のいずれか１項記載のワイパブレード。
【請求項５】
　前記案内アダプタ（２５０）は、スナップ結合により持続的に前記ベースコネクタ装置
（１６０）に係止されており、前記案内アダプタ（２５０）に保持アーム（３２２，３２
４，３２６，３２８）が設けられていて、該保持アームが、前記ベースコネクタ装置（１
６０）の対応する保持凹部（３６２，３６４，３６６，３６８）に掛止されている、請求
項１から４までのいずれか１項記載のワイパブレード。
【請求項６】
　前記案内アダプタ（２５０）は、ポケット状の収容要素（４１２，４１４，４１６，４
１８）を有しており、該ポケット状の収容要素（４１２，４１４，４１６，４１８）内に
、前記ベースコネクタ装置（１６０）の対応する突出部（３９２，３９４，３９６，３９
８）が係合する、請求項１から５までのいずれか１項記載のワイパブレード。
【請求項７】
　前記コネクタ部材（１９０）は、前記機能アダプタ（２８０）に支承可能な取着部材（
７３０）を有している、請求項１から６までのいずれか１項記載のワイパブレード。
【請求項８】
　前記取着部材（７３０）は、種々異なるワイパアーム型式の第１群のワイパアームに枢
設するために形成されている、請求項７記載のワイパブレード。
【請求項９】
　前記取着部材（７３０）は、前記第１群のワイパアーム型式とは異なる、種々異なるワ
イパアーム型式の第２群のワイパアームに枢設するために形成されているアダプタ要素（
７５０）に結合可能である、請求項８記載のワイパブレード。
【請求項１０】
　前記アダプタ要素（７５０）は、前記取着部材（７３０）を少なくとも部分的に爪状に
把持する、請求項９記載のワイパブレード。
【請求項１１】
　前記コネクタ部材（１９０）は、少なくとも複数の種々異なるワイパアーム型式のワイ
パアームを前記コネクタ部材（１９０）に固定可能なキャップ部材（７４０）を有してい
る、請求項７から１０までのいずれか１項記載のワイパブレード。
【請求項１２】
　前記キャップ部材（７４０）は、スナップ結合を介して前記取着部材（７３０）に取着
可能である、請求項１１記載のワイパブレード。
【請求項１３】
　前記機能アダプタ（２８０）は、前記コネクタ部材（１９０）を支承可能な支承要素（
２７９）を有している、請求項１から１２までのいずれか１項記載のワイパブレード。
【請求項１４】
　前記支承要素（２７９）は、前記コネクタ部材（１９０）を少なくとも部分的に側方で
支持するための、互いに平行に配向された少なくとも２つの壁要素（７１２，７１４）を
有している、請求項１３記載のワイパブレード。
【請求項１５】
　ウインドウワイパのためのワイパブレード（１００）に配設される払拭条片（１１２）
をワイパアーム（１１８）に枢設するためのアダプタユニット（１５０）であって、該ア
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ダプタユニット（１５０）が、前記払拭条片（１１２）に設けられたベースコネクタ装置
（１６０）に取着可能であるとともに、前記ワイパアーム（１１８）に配設されるコネク
タ部材（１９０）に結合するために形成されているアダプタユニット（１５０）において
、前記アダプタユニット（１５０）が、少なくとも部分的に空間曲線状に形成された案内
要素（３５２，３５４，３５６，３５８）を備える、持続的に前記ベースコネクタ装置（
１６０）に取着可能な案内アダプタ（２５０）を有しており、該案内アダプタ（２５０）
が解離可能に、前記コネクタ部材（１９０）に結合するために形成された機能アダプタ（
２８０）に結合可能であり、該機能アダプタ（２８０）は、該機能アダプタ（２８０）が
前記案内アダプタ（２５０）に対して相対的な並進及び回動の組み合わされた運動により
少なくとも解放位置から保持位置へと移動可能であるように前記案内要素（３５２，３５
４，３５６，３５８）に沿って滑動可能な滑動要素（３８２，３８４，３８６，３８８）
を有していることを特徴とする、アダプタユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　従来技術
　本発明は、ウインドウワイパのためのワイパブレードであって、払拭条片と、払拭条片
をワイパアームに枢設するためのアダプタユニットとを備え、アダプタユニットが、払拭
条片に設けられたベースコネクタ装置に取着されているとともに、ワイパアームに配設さ
れるコネクタ部材に結合するために形成されている、ウインドウワイパのためのワイパブ
レードに関する。
【０００２】
　国際公開第２００８／１４５４８１号パンフレットには、アダプタユニットがスナップ
結合を介してベースコネクタ装置に固定されるこの種のワイパブレードが記載されている
。このために、アダプタユニットは、拡幅した円弧状の端部を備える２つのスナップピン
を有しており、かつベースコネクタ装置は、弾性的な保持アームを備える２つの対応する
スナップホルダを有している。円弧状の凹部を備えるそれぞれ２つの保持アームは、スナ
ップホルダを形成している。アダプタユニットをベースコネクタ装置に取着する際、アダ
プタユニットは、まず、前側の軸方向の端部領域でもって所定の角度でベースコネクタ装
置に差し込まれ、その後、後側の軸方向の端部領域でもってベースコネクタ装置に向かっ
て、スナップピンがスナップホルダに当接するまで旋回させられる。その後、スナップピ
ンは、対応するスナップホルダに押し込まれる。スナップピンの円弧状の端部は、対応す
るスナップホルダの弾性的な保持アームをまず離間方向に曲げ、その後、対応する円弧状
の凹部に係合する。このとき、保持アームは、初期位置に復帰して、スナップピンの、円
弧状の凹部に係合する円弧状の端部を包囲する。
【０００３】
　この従来技術における欠点は、例えば差し込む際にベースコネクタ装置にアダプタユニ
ットが噛むと、スナップ結合を形成するための引き続いての回動時に及ぼされる圧力によ
り、アダプタユニットあるいはベースコネクタ装置の個々の構成部材の損傷又は破損が起
こる場合があることにある。
【０００４】
　欧州特許出願公開第２０２０３５１号明細書にも、アダプタユニットに結合可能なベー
スコネクタ装置が設けられている払拭条片を備えるワイパブレードが記載されている。ア
ダプタユニットは、直動形の滑動要素を有している。滑動要素は、ベースコネクタ装置の
対応する長手方向溝内を滑動可能である。アダプタユニットをベースコネクタ装置に取着
するために、滑動要素は、長手方向溝内に導入される。アダプタユニットは、並進運動に
よりベースコネクタ装置に押し込まれ、ベースコネクタ装置に配設された係止要素によっ
てベースコネクタ装置に係止される。
【０００５】
　この従来技術における欠点は、アダプタユニットをベースコネクタ装置に固定する際に
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長手方向溝内への滑動要素の精緻な導入が必要であることにある。それというのも、アダ
プタユニットがさもなければ引き続いての並進運動時にベースコネクタ装置に噛んでしま
う場合があるからである。このような引っ掛かりの際に、並進運動を続けるべく過度に大
きな圧力が加えられると、このことは、アダプタユニット又はベースコネクタ装置の損傷
又は破損に至る場合がある。
【０００６】
　発明の開示
　それゆえ本発明の課題は、簡単に取扱可能であるとともに、払拭条片に設けられたベー
スコネクタ装置に迅速かつ確実に取着可能であるアダプタユニットを備える、ウインドウ
ワイパのための新規なワイパブレードを提供することである。
【０００７】
　上記課題は、ウインドウワイパのためのワイパブレードであって、払拭条片と、払拭条
片をワイパアームに枢設するためのアダプタユニットとを備え、アダプタユニットが、払
拭条片に設けられたベースコネクタ装置に取着されているとともに、ワイパアームに配設
されるコネクタ部材に結合するために形成されている、ウインドウワイパのためのワイパ
ブレードにより解決される。アダプタユニットは、少なくとも部分的に空間曲線状に形成
された案内要素を備える、持続的にベースコネクタ装置に取着される案内アダプタを有し
ており、案内アダプタは解離可能に、コネクタ部材に結合するために形成された機能アダ
プタに結合されている。機能アダプタは、機能アダプタが案内アダプタに対して相対的な
並進及び回動の組み合わされた運動により少なくとも解放位置から保持位置へと移動可能
であるように案内要素に沿って滑動可能な滑動要素を有している。
【０００８】
　これにより、本発明は、簡単に組立可能なアダプタユニットを備えるワイパブレードの
提供を可能にする。
【０００９】
　好ましい態様において、案内要素は、少なくとも部分的に縦長のＳ字形に形成されてい
る。
【００１０】
　これにより、簡単かつ単純に形成される案内要素を備える案内アダプタを提供すること
ができる。
【００１１】
　好ましい態様において、案内要素と滑動要素とは、実質的に同じ形状を与えられて形成
されている。
【００１２】
　これにより、案内アダプタにおける機能アダプタの確実かつ高信頼性の案内を保証する
ことができる。
【００１３】
　好ましい態様において、案内アダプタは、保持位置において機能アダプタに解除可能に
係止されている少なくとも１つの操作可能な係止要素を有しており、係止は、係止要素の
操作により解除可能である。
【００１４】
　これにより、本発明は、案内アダプタにおける機能アダプタの確実かつ安定な取着を可
能にする。
【００１５】
　好ましい態様において、案内アダプタは、スナップ結合により持続的にベースコネクタ
装置に係止されており、案内アダプタに保持アームが設けられていて、保持アームが、ベ
ースコネクタ装置の対応する保持凹部に掛止されている。
【００１６】
　これにより、ベースコネクタ装置における案内アダプタの簡単かつ迅速な取着を達成す
ることができる。
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【００１７】
　好ましい態様において、案内アダプタは、ポケット状の収容要素を有しており、ポケッ
ト状の収容要素内に、ベースコネクタ装置の対応する突出部が係合する。
【００１８】
　これにより、組立の際に、ベースコネクタ装置における案内アダプタの精緻かつ迅速な
位置決めを可能にする。
【００１９】
　一態様において、コネクタ部材は、機能アダプタに支承可能な取着部材を有している。
【００２０】
　これにより、本発明は、ワイパブレードを簡単かつ確実に、対応するワイパバームに取
着することができる。
【００２１】
　好ましい態様において、取着部材は、種々異なるワイパアーム型式の第１群のワイパア
ームに枢設するために形成されている。
【００２２】
　これにより、ワイパブレードは、簡単かつ安価な取着部材を用意することにより、複数
の種々異なるワイパアームに枢設可能である。
【００２３】
　好ましい態様において、取着部材は、第１群のワイパアーム型式とは異なる、種々異な
るワイパアーム型式の第２群のワイパアームに枢設するために形成されているアダプタ要
素に結合可能である。
【００２４】
　これにより、ワイパブレードは、簡単かつ安価な付加部材、すなわちアダプタ要素を用
意することにより、さらに多数の種々異なるワイパアームに枢設可能である。
【００２５】
　アダプタ要素は、取着部材を少なくとも部分的に爪状に把持する。
【００２６】
　これにより、取着部材におけるアダプタ要素の確実かつ安定な取着を保証することがで
きる。
【００２７】
　一態様において、コネクタ部材は、少なくとも複数の種々異なるワイパアーム型式のワ
イパアームをコネクタ部材に固定可能なキャップ部材を有している。
【００２８】
　これにより、本発明は、対応するワイパアームにおけるワイパブレードの簡単かつ高信
頼性の固定を可能にする。
【００２９】
　好ましい態様において、キャップ部材は、スナップ結合を介して取着部材に取着可能で
ある。
【００３０】
　これにより、キャップ部材は、確実かつ安定に取着部材に取着可能である。
【００３１】
　一態様において、機能アダプタは、コネクタ部材を支承可能な支承要素を有している。
【００３２】
　これにより、本発明は、機能アダプタにおけるコネクタ部材の簡単かつ単純な支承を可
能にする。
【００３３】
　支承要素は、コネクタ部材を少なくとも部分的に側方で支持するための、互いに平行に
配向された少なくとも２つの壁要素を有している。
【００３４】
　これにより、機能アダプタにおけるコネクタ部材の側方の滑動は、簡単に防止可能であ
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る。
【００３５】
　冒頭で述べた課題は、ウインドウワイパのためのワイパブレードに配設される払拭条片
をワイパアームに枢設するためのアダプタユニットによっても解決される。アダプタユニ
ットは、払拭条片に設けられたベースコネクタ装置に取着可能であるとともに、ワイパア
ームに配設されるコネクタ部材に結合するために形成されている。アダプタユニットは、
少なくとも部分的に空間曲線状に形成された案内要素を備える、持続的にベースコネクタ
装置に取着可能な案内アダプタを有しており、案内アダプタは解離可能に、コネクタ部材
に結合するために形成された機能アダプタに結合可能である。機能アダプタは、機能アダ
プタが案内アダプタに対して相対的な並進及び回動の組み合わされた運動により少なくと
も解放位置から保持位置へと移動可能であるように案内要素に沿って滑動可能な滑動要素
を有している。
【００３６】
　本発明について、図面に示した実施の形態を参照しながら、以下の説明において詳細に
説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】ベースコネクタ装置が取着されている払拭条片と、ベースコネクタ装置に取着さ
れ、ワイパアームに配設されたコネクタ部材に取着されているアダプタユニットとを備え
る本発明に係るワイパブレードの側面図である。
【図２】一実施の形態に係る、組み立てた状態の図１のワイパブレードの一部ＩＩの斜視
図である。
【図３】第１の実施の形態に係る、ベースコネクタ装置を備える払拭条片と、案内アダプ
タ及び機能アダプタを備えるアダプタユニットとを備える、組み立てていない状態の図２
のワイパブレードの一部の斜視図である。
【図４】図３の案内アダプタの下面の斜視図である。
【図５】図３の機能アダプタを一部透明にして示した斜視図である。
【図６】図３のアダプタユニットを組み立てる際の図２のワイパブレードの一部の斜視図
である。
【図７】第１の実施の形態に係る図１のコネクタ部材の斜視図である。
【図８】図７のコネクタ部材を組み立てる際の図２のワイパブレードの一部の斜視図であ
る。
【図９】組み立てた状態の図７のコネクタ部材を備える図２のワイパブレードの一部の斜
視図である。
【図１０】第１のワイパアーム型式のワイパアームに枢設する際の図７のコネクタ部材の
斜視図である。
【図１１】第２のワイパアーム型式のワイパアームに枢設する際の図７のコネクタ部材の
斜視図である。
【図１２】第３のワイパアーム型式のワイパアームに枢設する際の図７のコネクタ部材の
斜視図である。
【図１３】第４のワイパアーム型式のワイパアームに枢設する際の図７のコネクタ部材の
斜視図である。
【図１４】ベースコネクタ装置を備える払拭条片と、アダプタユニットと、第２の実施の
形態に係るコネクタ部材とを備える、組み立てた状態の図１のワイパブレードの一部ＩＩ
の斜視図である。
【図１５】コネクタ部材を組み立てる際の図１４のワイパブレードの一部の斜視図である
。
【図１６】第１のワイパアーム型式のワイパアームに枢設する際の、コネクタ部材を備え
る図１５のワイパブレードの一部の斜視図である。
【図１７】第２のワイパアーム型式のワイパアームに枢設する際の、コネクタ部材を備え
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る図１５のワイパブレードの一部の斜視図である。
【図１８】第３のワイパアーム型式のワイパアームに枢設する際の、コネクタ部材を備え
る図１５のワイパブレードの一部の斜視図である。
【図１９】第４のワイパアーム型式のワイパアームに枢設する際の、コネクタ部材を備え
る図１５のワイパブレードの一部の斜視図である。
【図２０】第５のワイパアーム型式のワイパアームに枢設する際の、コネクタ部材を備え
る図１５のワイパブレードの一部の斜視図である。
【００３８】
　実施の形態の説明
　図１は、払拭条片１１２を備えるワイパブレード１００を示している。払拭条片１１２
は、傾倒ウェブ１２７を介して背部条片１２４に結合される払拭リップ１２９を有してい
る。背部条片１２４には、スポイラ１２５が設けられている。払拭条片１１２には、ベー
スコネクタ装置１６０が設けられている。ベースコネクタ装置１６０には、ワイパアーム
１１８に配設されるコネクタ部材１９０に結合するためのアダプタユニット１５０が取着
されている。コネクタ部材１９０は、図１において例示的にヒンジピン１６９を介してア
ダプタユニット１５０に結合されている。ワイパアーム１１８により、ワイパブレード１
００は、払拭のために、破線で示したパネル１２２上、例えば自動車のウインドウ上を案
内可能である。
【００３９】
　一実施の形態では、ワイパブレード１００は、フラットビーム構造で形成されている。
すなわち、払拭条片１１２は、２つの支持レール、好ましくはばねレールが配置される、
側面に設けられた長手方向溝を有している。これとは異なり、払拭条片１１２は、略中央
の長手方向通路を備える中空プロフィルとして形成され、この長手方向通路内に単独の支
持レールが配置されてもよい。ベースコネクタ装置１６０を備える払拭条片１１２は、好
ましくはヒンジレスに形成されている。この場合、ベースコネクタ装置１６０は、好まし
くは払拭条片１１２に予め取り付けられている。
【００４０】
　図１においては、ワイパブレード１００は、まだ完全にはパネル１２２に載置されてい
ない。ワイパブレード１００の軸方向のワイパブレード端部１２１，１２３のみがパネル
１２２に当接しており、払拭条片１１２は、ワイパブレード中央部１２６において、すな
わち実質的にアダプタユニット１５０の領域において、まだパネル１２２から距離を置い
ている。ワイパアーム１１８を介して所定の圧着力がコネクタ部材１９０、ひいてはアダ
プタユニット１５０に加えられると、払拭条片１１２はパネル１２２に当接する。その際
、パネルの曲率が払拭運動の経過中変化しても、均等な圧着圧がワイパブレード全長にわ
たって達成される。
【００４１】
　図２は、組み立てた状態で、払拭条片１１２及びアダプタユニット１５０を備える一実
施の形態に係るワイパブレード１００の、図１にＩＩで示した部分を示している。アダプ
タユニット１５０は、案内アダプタ２５０及び機能アダプタ２８０を有している。
【００４２】
　案内アダプタ２５０は、一例として、持続的に図１のベースコネクタ装置１６０に取着
されている。「持続的に（ｄａｕｅｒｈａｆｔ）」とは、本発明の文脈において、ベース
コネクタ装置１６０から案内アダプタ２５０を解離する手段が設けられておらず、その結
果、力ずくで行わない限り解離が好ましくは不可能であることと理解すべきである。しか
しながら、択一的には、案内アダプタ２５０と図１のベースコネクタ装置１６０との間に
、解離可能な結合、例えば適当な係止手段及び対応係止手段を介した係止結合が用いられ
てもよいことを指摘しておく。
【００４３】
　案内アダプタ２５０の、図２で見て左側に示した軸方向の端部領域には、少なくとも部
分的に、スポイラ１２５の第１の端部領域２１２を収容するための収容溝２４２が形成さ
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れている。案内アダプタ２５０の、図２で見て右側に示した軸方向の端部領域には、操作
可能な係止要素２５２が形成されている。
【００４４】
　機能アダプタ２８０は、一例として、図１のコネクタ部材１９０を支承可能な支承要素
２７９を有している。支承要素２７９は、例示的に円形の貫通孔２７７を有している。貫
通孔２７７には、例えば図１のヒンジピン１６９を通すことができる。しかしながら、図
２の貫通孔２７７を備える支承要素２７９は、例示的に示しただけで、本発明を限定する
ものではないことを指摘しておく。むしろ、支承要素２７９は、多数の種々異なる形態を
有していてよく、支承要素２７９の形態は、例示的に図７に示すように、例えば図１のコ
ネクタ部材１９０の形態に基づいていてよい。
【００４５】
　機能アダプタ２８０の、図２で見て右側に示した軸方向の端部領域には、係止要素２５
２を少なくとも部分的に収容するための切欠きあるいは孔２９２が設けられている。一実
施の形態では、機能アダプタ２８０は、下で図６を参照しながら詳細に説明するように、
解離可能に案内アダプタ２５０に結合されている。さらに、この端部領域には、少なくと
も部分的に、スポイラ１２５の第２の端部領域２１４を収容するための収容溝２４４が形
成されている。
【００４６】
　図３は、払拭条片１１２と、払拭条片１１２に取着されたベースコネクタ装置１６０と
、アダプタユニット１５０とを含む図２のワイパブレード部分を、組み立てていない状態
で示している。図３には、スポイラ１２５の、ベースコネクタ装置１６０側の端部領域２
１２，２１４が看取可能である。
【００４７】
　ベースコネクタ装置１６０は、例示的に第１のコネクタレール３６１と第２のコネクタ
レール３６３とからなっている。コネクタレール３６１，３６３は、少なくとも部分的に
、払拭条片１１２の、払拭リップ１２９に結合された背部条片１２４を包囲あるいは把持
して、好ましくは互いに強固に、ひいては背部条片１２４に固定、例えば持続的に係止さ
れている。持続的な係止のために、レール３６１，３６３は、好ましくは適当な係止手段
あるいは対応係止手段を有している。しかしながら、レール３６１，３６３の固定が別の
等価の手段、例えばスナップ結合又はクランプ結合により達成されてもよいことを指摘し
ておく。それゆえ、本発明は、係止手段及び対応係止手段の使用に限定されるものではな
い。
【００４８】
　案内アダプタ２５０をベースコネクタ装置１６０に持続的に取着するために、ベースコ
ネクタ装置１６０に複数の肩部状の保持凹部３６２，３６４，３６６，３６８が設けられ
ている。ベースコネクタ装置１６０の軸方向の端部領域には、柱状の突出部３９２，３９
８が形成されており、ベースコネクタ装置１６０の中央の領域には、例示的に２つのピン
状の突出部３９４，３９６が設けられている。これらの突出部３９２，３９４，３９６，
３９８は、下で図６を参照しながら説明するように、案内アダプタ２５０の精緻な配向及
び組立を可能にするために、位置決め要素として機能する。さらに、少なくとも位置決め
要素３９４，３９６は、一実施の形態では、払拭条片１１２に向かって形成されている例
えばピン状の延長部を有している。この延長部は、ベースコネクタ装置１６０の取着時に
払拭条片１１２に固定可能であり、これにより払拭条片１１２におけるベースコネクタ装
置１６０の滑動を防止することができる。この場合、延長部は、例えば釘状あるいは爪状
に払拭条片に圧入されてもよいし、払拭条片１１２のゴム材料の押しのけにより払拭条片
１１２に固定されてもよい。
【００４９】
　図３にそれぞれの上面３９９あるいは３８７が示されている案内アダプタ２５０及び機
能アダプタ２８０を備えるアダプタユニット１５０は、例えばプラスチックから製造され
ている。案内アダプタ２５０は、例示的に逆Ｕ字形プロフィルの形態で形成されており、
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プラットフォーム状のベース要素３３９を有している。ベース要素３３９には、２つの側
方の壁要素３３７，３３８が形成されている。さらに、プラットフォーム３３９には、係
止要素２５２が尻尾状に形成されている。係止要素２５２は、例示的に係止カム３０７を
備える弾性的な係止舌片３０５を有している。壁要素３３７，３３８には、案内要素３５
２，３５４あるいは３５６，３５８が設けられている。これらの案内要素３５２，３５４
あるいは３５６，３５８は、少なくとも部分的に空間曲線状に形成されている。これらの
案内要素３５２，３５４あるいは３５６，３５８は、好ましくは不連続の傾きを有してお
り、一例として少なくとも部分的に縦長のＳ字形に形成されている。案内要素３５２，３
５４，３５６，３５８には、対応する衝止部３７２，３７４，３７６，３７８が設けられ
ている。衝止部３７２，３７４，３７６，３７８の機能は、下で図６を参照しながら説明
する。案内アダプタ２５０をベースコネクタ装置１６０に持続的に取着するために、壁要
素３３７，３３８に保持アーム３２２，３２４あるいは３２６，３２８（図４）が設けら
れている。
【００５０】
　機能アダプタ２８０は、例えばソリ状に形成されており、支持要素３３６を有している
。支持要素３３６には、２つの側方の滑り木状の壁要素３３４，３３５が設けられている
。これらの滑り木状の壁要素３３４，３３５には、滑動要素３８２，３８４（図５）ある
いは３８６，３８８（図５）が形成されている。滑動要素３８２，３８４あるいは３８６
，３８８は、好ましくは案内要素３５２，３５４，３５６，３５８と実質的に同一の付形
あるいは形状付与をともなって形成されている。これに応じて、滑動要素３８２，３８６
及び３８４，３８８（図５）は、少なくとも部分的に空間曲線状に、好ましくは不連続の
傾きを有しており、好ましくは少なくとも部分的に縦長のＳ字形に形成されている。
【００５１】
　図４は、案内アダプタ２５０の下面４９９を示している。図４には、案内要素３５６，
３５８の空間曲線状の形態、対応する当接部３７６あるいは３７８、長手方向溝２４２及
び保持アーム３２２，３２４，３２６，３２８が看取可能である。
【００５２】
　案内アダプタ２５０の下面４９９には、一例としてポケット状の収容要素４１２，４１
４，４１６，４１８が形成されている。これらの収容要素４１２，４１４，４１６，４１
８は、図３のベースコネクタ装置１６０に形成された突出部３９２，３９４，３９６ある
いは３９８を収容するために役立つ。
【００５３】
　図５は、長手方向溝２４４、切欠き２９２、支承要素２７９及び滑動要素３８２，３８
４，３８６，３８８を備える図３の機能アダプタ２８０を示している。滑動要素３８２，
３８４，３８６，３８８は、上述のように少なくとも部分的に空間曲線状に形成されてお
り、本実施の形態では一例として少なくとも部分的に縦長のＳ字形である。
【００５４】
　滑動要素３８２，３８４，３８６，３８８は、例示的に、対応する当接部５８２，５８
４，５８６あるいは５８８を有している。これらの当接部５８２，５８４，５８６あるい
は５８８は、図４の案内アダプタ２５０に対して相対的な機能アダプタ２８０の移動を少
なくとも制限するために、図４の案内アダプタ２５０の衝止部３７２，３７４，３７６，
３７８（図４）と協働する。
【００５５】
　図６は、アダプタユニット１５０をベースコネクタ装置１６０に取り付ける際の図２あ
るいは図３のワイパブレードの一部を示している。このために、第１のステップで、案内
アダプタ２５０を矢印６９９の方向でベースコネクタ装置１６０に押し込むか、あるいは
押し当てる。このとき、案内アダプタ２５０の保持アーム３２２，３２４，３２６，３２
８（図４）は、初期形状からまず、ベースコネクタ装置１６０の対応する保持凹部３６２
，３６４，３６６，３６８（図３）に係合するまで弾性変形する。係合する位置で保持ア
ーム３２２，３２４，３２６，３２８は、再び初期形状をとり、これにより保持凹部３６
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２，３６４，３６６，３６８（図３）に掛止される。その結果、持続的なスナップ結合が
案内アダプタ２５０とベースコネクタ装置１６０との間に形成されることになる。同時に
、ベースコネクタ装置１６０の突出部３９２，３９４，３９６，３９８（図３）が、案内
アダプタ２５０のポケット状の収容要素４１２，４１４，４１６，４１８（図４）に係合
する。その結果、案内アダプタ２５０は、滑動しないようにかつ精緻にベースコネクタ装
置１６０に配向されている。さらに、スポイラ１２５の端部領域２１２は、案内アダプタ
２５０の長手方向溝２４２に収容されているが、端部領域２１４は、まだ露出している。
【００５６】
　第２のステップで、機能アダプタ２８０を矢印６９９の方向で、滑動要素３８２，３８
４，３８６，３８８（図５）が案内要素３５２，３５４，３５６，３５８（図４）の領域
に配置されているように、案内アダプタ２５０上に位置決めする。その後、機能アダプタ
２８０を並進及び回動の組み合わされた運動により案内アダプタ２５０に対して相対的に
矢印６１０，６２０の方向で、滑動要素３８２，３８４，３８６，３８８（図５）が案内
要素３５２，３５４，３５６，３５８に沿って滑動するように移動させる。このとき、機
能アダプタ２８０を、図６に示す解放位置からスライダ状に、図２に示す保持位置へと移
動させる。保持位置において、機能アダプタ２８０の当接部３８２，３８４，３８６，３
８８（図５）は、案内アダプタ２５０の衝止部３７２，３７４，３７６，３７８（図４）
により衝止される。
【００５７】
　機能アダプタ２８０を解放位置から保持位置に移動させる際、操作可能な係止要素２５
２はまず矢印６５２の方向に弾性変形する。このとき、機能アダプタ２８０により係止カ
ム３０７を押圧することにより、係止舌片３０５は初期位置から弾性的に矢印６５２の方
向に変位する。機能アダプタ２８０が保持位置に到達すると、係止舌片３０５は再び弾性
的に初期位置に復帰、すなわち矢印６５２とは逆方向に弾発する。係止カム３０７は、機
能アダプタ２８０の切欠き２９２に係合し、図２に示すように、切欠き２９２に解除可能
に係止される。係止カム３０７は、今や、矢印６１０，６２０の方向での機能アダプタ２
８０の戻り運動を阻止する。さらに、スポイラ１２５の端部領域２１４は、今や、機能ア
ダプタ２８０の長手方向溝２４４内に収容されている。
【００５８】
　上で図２を参照しながら説明したように、案内アダプタ２５０の係止要素２５２は、解
除可能に機能アダプタ２８０に係止されている。この解除可能な係止は、係止要素２５２
の操作により解除可能である。このためには、機能アダプタ２８０を案内アダプタ２５０
に対して相対的に矢印６１０，６２０に沿って保持位置から解放位置へと滑動させ得るよ
うに、係止カム３０７を矢印６５２の方向で切欠き２９２から押し出さなければならない
。
【００５９】
　図７は、第１の実施の形態により形成される図１のコネクタ部材１９０と結合するため
の、例示的に形成された支承要素２７９を備える図２及び図３の機能アダプタ２８０を示
している。支承要素２７９は、図７では、少なくとも部分的にコネクタ部材１９０を側方
において支持するための、互いに平行に配向された少なくとも２つの壁要素７１２，７１
４を有している。壁要素７１２，７１４には、例えば円形の開口７２２，７２４が設けら
れている。開口７２２と開口７２４との間には、支持要素３３６に設けられたポケット状
の凹部７９９が形成されている。
【００６０】
　コネクタ部材１９０は、例示的に、機能アダプタ２８０に支承可能なベース要素７３０
を有している。ベース要素７３０は、キャップ部材７４０及びアダプタ要素７５０に結合
可能である。ベース要素７３０は、好ましくはスナップ結合を介して機能アダプタ２８０
に取着可能であり、それゆえ以下では「取着部材」とも呼称される。一実施の形態では、
取着部材７３０、キャップ部材７４０及びアダプタ要素７５０は、プラスチックから、例
えばプラスチック射出成形により製造されている。しかしながら、別の製造方法及び別の
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材料あるいは材料組み合わせが使用されてもよい。
【００６１】
　取着部材７３０は、例示的に、下で図１０及び図１１を参照しながら説明するように、
種々異なるワイパアーム型式の第１群のワイパアームに枢設するために形成されている。
アダプタ要素７５０は、例示的に、下で図１２及び図１３を参照しながら説明するように
、第１群のワイパアーム型式とは異なる、種々異なるワイパアーム型式の第２群のワイパ
アームに枢設するために形成されている。キャップ部材７４０は、例示的に、種々異なる
ワイパアーム型式のワイパアームを取着部材７３０あるいはアダプタ要素７５０に固定す
るために形成されている。
【００６２】
　一実施の形態では、取着部材７３０の下面７１１に、支承部材７９８が、例えばポケッ
ト状の凹部７９９の付形に対応する付形をともなって設けられている。支承部材７９８は
、軸７３８を有している。軸７３８は、円形の開口７２２，７２４内に収容するために形
成されている。これに対して択一的に、貫通する軸７３８の代わりに、２つのピン状ある
いは柱状の側方の突出部が取着部材７３０に形成されていてもよい。支承部材７９８の軸
方向の端部領域には、側方の衝止要素が形成されている。側方の衝止要素のうち、図７に
は、衝止要素７８５のみが看取可能である。
【００６３】
　支承部材７９８は、少なくとも部分的に中空プロフィルとして形成される、中空室７３
５を備える支持ブロック７３９に一体成形されている。支持ブロック７３９は、貫通開口
あるいは貫通孔７３６を有しており、好ましくはフラットな上面７１３を有している。支
持ブロック７３９の、図７で見て右側の軸方向の端部領域には、側方の衝止要素７３３及
び７９３（図８）が形成されている。衝止要素７３３及び７９３は、例えばＴ字形の延長
部７１６を介して支持ブロック７３９に一体成形されている。支持ブロック７３９の、図
７で見て左側の軸方向の端部領域には、側方の、例えばＬ字形の結合要素７１７，７１９
が一体成形されている。これらの結合要素７１７，７１９は、それぞれ、円形の開口７３
２あるいは７３４とピン状の突出部７３１あるいは７３７とを、キャップ部材７４０との
結合のために有している。
【００６４】
　キャップ部材７４０は、例示的に、サイコロ状のフードの形態で、端壁７８９を介して
互いに結合されている側壁７４１，７４３及び上側の壁要素７４８を備えて形成されてい
る。上側の壁要素７４８及び端壁７８９に対向する面７４７あるいは７８７は、開放され
ている。上側の壁要素７４８には、開口７４５が設けられている。側壁７４１，７４３に
は、キャップ部材７４０を取着部材７３０に取着したときに突出部７３７あるいは７３１
を収容するための開口７４２あるいは７４４（図８）が設けられている。側壁７４１，７
４３の、開放された面７８８側の端部領域７４９は、一例として、凹面状に成形されてい
る。一実施の形態では、キャップ部材７４０は、アダプタ要素７５０を取着部材７３０に
固定するために形成されている。
【００６５】
　アダプタ要素７５０は、例示的に、中空プロフィル又はＵ字形プロフィルとして、天板
要素７１５を備えて形成されている。天板要素７１５には、２つの側方の壁要素７５２，
７５４が一体成形されている。壁要素７５２，７５４には、他方、保持ウェブ７５８ある
いは７５６が設けられている。天板要素７１５には、長手方向溝７５３及び横方向溝７５
１が設けられている。壁要素７５２，７５４は、好ましくは円形の開口を有している。開
口のうち、図７には、壁要素７５２に設けられた開口７５５のみが看取可能である。壁要
素７５２，７５４は、取着部材７３０への取り付け後、キャップ部材７４０に面した端部
領域７５９において、一実施の形態では、壁要素７５２，７５４の端部領域７５９と、キ
ャップ部材７４０の側壁７４１，７４３の端部領域７４９とが形状結合（ｆｏｒｍｓｃｈ
ｌｕｅｓｓｉｇ：形状による束縛）式に互いに係合するように凸面状に成形されている。
さらに、壁要素７５２，７５４の端部領域７５９は、天板要素７１５の端部領域７５７に



(12) JP 5377771 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

対して相対的に張り出しているので、組立後、天板要素７１５とキャップ部材７４０の上
側の壁要素７４８との間に、空間（図１２の１２１０）が形成されている。
【００６６】
　図８は、図７に示した実施の形態に係る、解離可能に図２の案内アダプタ２５０に結合
される機能アダプタ２８０に、図７のコネクタ部材１９０を取り付ける際の、図２のワイ
パブレードの一部を示している。この場合、取着部材７３０をまず、例えばスナップ結合
により機能アダプタ２８０に取着する。このために、取着部材７３０を矢印８１０の方向
で機能アダプタ２８０に押し当てる。このとき、機能アダプタ２８０の壁要素７１４及び
７１２（図７）は、初期位置から、支承部材７９８（図７）が機能アダプタ２８０のポケ
ット状の凹部７９９（図７）内に配置され、かつ軸７３８が開口７２４及び７２２（図７
）の領域に配置されるようになるまで、側方外向きに弾性変形する。壁要素７１２，７１
４は、その後、初期位置に復帰する。その結果、軸７３８の軸方向の端部は、開口７２２
，７２４内に収容されて、スナップ結合が取着部材７３０と機能アダプタ２８０との間に
形成される。取着部材７３０の側方への滑動は、壁要素７１２，７１４により阻止される
。
【００６７】
　次のステップで、キャップ部材７４０を取着部材７３０に好ましくはスナップ結合を介
して旋回可能に取着することができる。このために、キャップ部材７４０を例えば矢印８
１０の方向で、取着部材７３０の結合要素７１７，７１９に押し当てる。このとき、結合
要素７１７，７１９は、初期位置から、キャップ部材７４０の側壁７４１，７４３に形成
されたピン状の軸要素であって、図８には側壁７４３に形成された軸要素７４６しか可視
でないピン状の軸要素が、取着部材７３０に設けられた開口７３２，７３４に係合するま
で、互いに弾性的に接近運動する。
【００６８】
　次のステップで、アダプタ要素７５０を例えば矢印８１０の方向で取着部材７３０に押
し当てる。このステップについては下で図１２を参照しながら説明する。
【００６９】
　図９は、アダプタ要素７５０なしの図８のアッセンブリを示している。図９に示すアッ
センブリにおいて、キャップ部材７４０は取着部材７３０に、開口７４２，７４４（図８
）に係合する突出部７３７あるいは７３１（図８）により、好ましくはスナップ結合によ
って解離可能に係止されている。このためには、キャップ部材７４０を、スナップ結合を
形成するために、図８に示す位置から矢印９１０の方向で取着部材７３０に向かって、取
着部材７３０に係止するために旋回させる。
【００７０】
　図１０は、例示的に、「Ｔｏｐ‐Ｌｏｃｋ２」というワイパアーム型式の、図１のワイ
パアーム１１８を体現するワイパアーム１０１８が、キャップ部材７４０に結合される取
着部材７３０に枢設されるアッセンブリ１０００を示している。ワイパアーム１０１８は
、一例として、内方に向けられた保持レール１０２２，１０２４を有している。図示を簡
略化するために、図１０には、ワイパアーム１０１８、取着部材７３０及びキャップ部材
７４０のみが示されている。
【００７１】
　ワイパアーム１０１８は、矢印１０５２，１０５４の方向で取着部材７３０に、取着部
材７３０の側方の衝止要素７８５がワイパアーム１０１８の保持レール１０２２，１０２
４を衝止し、これにより矢印１０５２，１０５４の方向でのワイパアーム１０１８のさら
なる移動が阻止されるようになるまで、押し当てられる。その後、キャップ部材７４０を
、図９を参照しながら説明したように、矢印１０９９の方向で取着部材７３０に向かって
、取着部材７３０に係止するために旋回させる。このとき、好ましくは、形状結合が、キ
ャップ部材７４０の側壁７４１，７４３の凹面状の端部領域７４９と、ワイパアーム１０
１８の、対応するように凸面状に形成された端部領域１０１２との間に形成される。その
結果、矢印１０５２，１０５４とは逆向きの方向、すなわち矢印１０９７の方向でのワイ
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パアーム１０１８の滑動は阻止される。
【００７２】
　図１１は、例示的に、「Ｖａｌｅｏ　Ｔｏｐ‐Ｌｏｃｋ２」というワイパアーム型式の
、図１のワイパアーム１１８を体現するワイパアーム１１１８が、キャップ部材７４０に
結合される取着部材７３０に枢設されるアッセンブリ１１００を示している。ワイパアー
ム１１１８は、一例として、縦長の結合片１１１１を有している。結合片１１１１には、
開口１１１４を備える保持舌片１１１２と、側方の保持肩部１１１６，１１１７とが一体
形成されている。図示を簡略化するために、図１１には、やはりワイパアーム１１１８、
取着部材７３０及びキャップ部材７４０のみが示されている。
【００７３】
　ワイパアーム１１１８は、矢印１１５２，１１５４の方向で取着部材７３０に、取着部
材７３０の側方の衝止要素７３３，７９３がワイパアーム１１１８の保持肩部１１１６，
１１１７を衝止し、これにより矢印１１５２，１１５４の方向でのワイパアーム１１１８
のさらなる移動が阻止されるようになるまで、押し当てられる。その後、キャップ部材７
４０を、図９を参照しながら説明したように、矢印１１９９の方向で取着部材７３０に向
かって、取着部材７３０に係止するために旋回させる。このとき、好ましくは、形状結合
が、キャップ部材７４０の側壁７４１，７４３の凹面状の端部領域７４９と、ワイパアー
ム１１１８の対応する端部領域１１１５との間に形成される。その結果、矢印１１５２，
１１５４とは逆向きの方向、すなわち矢印１１９７の方向でのワイパアーム１１１８の滑
動は阻止される。
【００７４】
　図１２は、例示的に、「Ｓｉｄｅ‐Ｌｏｃｋ１」というワイパアーム型式の、図１のワ
イパアーム１１８を体現するワイパアーム１２１８が、キャップ部材７４０に結合される
取着部材７３０に枢設されるアッセンブリ１２００を示している。取着部材７３０には、
アダプタ要素７５０が取着されている。図示を簡略化するために、図１２には、ワイパア
ーム１２１８、取着部材７３０、キャップ部材７４０及びアダプタ要素７５０のみが示さ
れている。
【００７５】
　アダプタ要素７５０は、取着部材７３０に取着するために、取着部材７３０に、例えば
図８の矢印８１０の方向で押し当てられる。その結果、スナップ結合がこれらの構成部材
間に形成される。スナップ結合において、アダプタ要素７５０は、取着部材７３０を少な
くとも部分的にキャップ状かつ／又は爪状に包囲する。これにより、このスナップ結合は
、アダプタ要素７５０に設けられた保持ウェブ７５８，７５６（図７）が取着部材７３０
の支持ブロック７３９の下に係合し、そこで好ましくは側方の衝止要素７８５（図７）に
より図１２で見て右方向への軸方向の移動が阻止されることを生じる。図１２で見て左方
向へのアダプタ要素７５０の軸方向の移動は、図９を参照しながら説明したように係止さ
れるキャップ部材７４０により、キャップ部材７４０の側壁７４１，７４３の凹面状の端
部領域７４９が形状結合式にアダプタ要素７５０の凸面状の端部領域７５９に当接するの
で、阻止される。
【００７６】
　ワイパアーム１２１８は、一例として、回転軸１２１２及びＵ字形の保持部材１２１４
を有しており、回転軸１２１２が破線の矢印１２５１で概略的に示すようにアダプタ要素
７５０あるいは取着部材７３０の開口７５５，７３６（図７）に通されるように、矢印１
２５１の方向でコネクタ部材１９０に押し込まれる。このとき、保持部材１２１４は、図
１２で見て、アダプタ要素７５０上に位置決めされる。
【００７７】
　その後、ワイパアーム１２１８を矢印１２９９の方向でコネクタ部材１９０に向かって
旋回させる。その結果、保持部材１２１４は、アダプタ要素７５０の横方向溝７５１内に
収容される。このとき、保持部材１２１４に設けられた保持フック１２４４は、図１２で
見て奥の、アダプタホルダ７５０の側方の壁要素７５４に係合する一方、ワイパアーム１



(14) JP 5377771 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

２１８は、側方の壁要素７５２に当接する。その結果、コネクタ部材１９０からの回転軸
１２１２の抜けは阻止される。
【００７８】
　図１３は、例示的に、「９ｘ３‐Ｈａｋｅｎ」又は「９ｘ４‐Ｈａｋｅｎ」というワイ
パアーム型式の、図１のワイパアーム１１８を体現するワイパアーム１３１８が、キャッ
プ部材７４０に結合される取着部材７３０に枢設されるアッセンブリ１３００を示してい
る。取着部材７３０には、アダプタ要素７５０が、図１２を参照しながら説明したように
固定されている。図示を簡略化するために、図１３には、ワイパアーム１３１８、取着部
材７３０、キャップ部材７４０及びアダプタ要素７５０のみが示されている。
【００７９】
　ワイパアーム１３１８は、一例として、フック状に形成されており、縦長の結合片１３
１６を有している。結合片１３１６には、弧状要素１３１４を介してフック１３１２が一
体形成されている。コネクタ部材１９０に固定するために、ワイパアーム１３１８は、矢
印１３５１の方向で、縦長の結合片１３１６が長手方向溝７５３内に配置され、かつ弧状
要素１３１４がフック１３１２でもって少なくとも部分的にキャップ部材７４０の開放さ
れた面７８８を介してキャップ部材７４０に係合するように、コネクタ部材１９０に位置
決めされる。その後、ワイパアーム１３１８を矢印１３５２の方向で移動させる。その結
果、フック１３１２は、取着部材７３０の支持ブロック７３９の中空室７３５内に、弧状
要素１３１４がアダプタ要素７５０の天板要素７１５の端部領域７５７に当接するまで導
入される。
【００８０】
　その後、キャップ部材７４０を、図９を参照しながら説明したように、矢印１３９９の
方向で取着部材７３０に向かって、取着部材７３０に係止するために旋回させる。これに
より、弧状要素１３１４は、空間１２１０内に制止される。その結果、矢印１３５２とは
逆向きの方向でのワイパアーム１３１８の滑動は阻止される。
【００８１】
　図１４は、別の実施の形態に係る、アダプタユニット１５００及びコネクタ部材１９０
０を備える図１のワイパブレード１００の一部を示している。アダプタユニット１５００
は、好ましくは、払拭条片１１２に結合されるベースコネクタ装置１６０に持続的に取着
するために形成されている。払拭条片１１２及びベースコネクタ装置１６０は、上で図１
乃至３を参照しながら説明したように形成されているので、ここでは紙面の都合上、再度
の説明を省略する。
【００８２】
　図２乃至１３を参照しながら説明したアダプタユニット１５０とは異なり、アダプタユ
ニット１５００は、好ましくは一体的に、例えばプラスチックから形成されている。しか
しながら、別の材料が使用されてもよいことを指摘しておく。アダプタユニット１５００
は、例示的に、潜水艦状の付形をともなって形成されており、２つの側方の壁要素１５３
７，１５３８が一体成形されている天板要素１５３９を有している。アダプタユニット１
５００をベースコネクタ装置１６０に持続的に取着するために、アダプタユニット１５０
０の下面１５５０と、側方の壁要素１５３７，１５３８の対面した内面とは、例えば図３
及び図４の案内アダプタ２５０の下面４９９あるいは壁要素３３７，３３８と同様に形成
されている。これに応じて、一実施の形態では、壁要素１５３７，１５３８に、図３及び
図４の保持アーム３２２，３２４，３２６，３２８に対応する保持アームが設けられてお
り、下面１５５０に、図４の収容要素４１２，４１４，４１６，４１８に対応するポケッ
ト状の収容要素が形成されている。
【００８３】
　しかしながら、アダプタユニット１５００をベースコネクタ装置１６０に持続的に取着
するための別の取着態様も可能であることを指摘しておく。例えば、アダプタユニット１
５００の下面１５５０に係止フックを設け、係止フックが、一例としてベースコネクタ装
置１６０に形成されている係止ノーズ１４１０，１４２０，１４１２，１４２２に係止可
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能であるようにしても構わない。
【００８４】
　アダプタユニット１５００の天板要素１５３９には、例示的に、支承要素１５９８が形
成されている。支承要素１５９８には、コネクタ部材１９００が支承可能である。支承要
素１５９８は、例示的に、ポケット状の支承収容部１５９９を有している。しかしながら
、図１４の収容部１５９９を備える支承要素１５９８は、単に例示的に示しただけで、発
明を限定するものではないことを指摘しておく。むしろ、支承要素１５９８は、多数の種
々異なる形態を有していてよく、支承要素１５９８の形態は、コネクタ部材１９００の形
態に基づいていてよい。例えば、支承要素１５９８は、図２の支承要素２７９のように形
成されていてよい。
【００８５】
　アダプタユニット１５００の、図１４で見て左側に示す軸方向の端部領域には、少なく
とも部分的に、ワイパブレード１００のスポイラ１２５の第１の端部領域２１２を収容す
るための収容溝１５４２が形成されている。アダプタユニット１５００の、図２で見て右
側に示す軸方向の端部領域には、少なくとも部分的に、スポイラ１２５の第２の端部領域
２１４を収容するための収容溝１５４４が形成されている。
【００８６】
　さらに、一実施の形態では、天板要素１５３９に、コネクタ部材１９００をアダプタユ
ニット１５００に簡単に配向するための塔状の案内兼位置決め部材１５１０が形成されて
いる。案内兼位置決め部材１５１０は、２つの壁要素１５１４，１５１８を有している。
壁要素１５１４，１５１８は、端壁１５１６及び支持部１５１５を介して互いに結合され
ている。支持部１５１５は、案内兼位置決め部材１５１０を図１４に示すように部分的に
のみ覆っていてもよいし、完全に覆っていてもよい。案内兼位置決め部材１５１０の、端
壁１５１６に対向する側面１５１２は、開放されている。
【００８７】
　コネクタ部材１９００は、例示的に、アダプタユニット１５００に支承可能なベース要
素１７３０を有している。ベース要素１７３０は、キャップ部材１７４０及びアダプタ要
素１７５０に結合可能である。ベース要素１７３０は、好ましくはスナップ結合を介して
アダプタユニット１５００に固定可能であり、それゆえ以下では「取着部材」とも呼称さ
れる。一実施の形態では、取着部材１７３０、キャップ部材１７４０及びアダプタ要素１
７５０が、プラスチックから、例えばプラスチック射出成形により製造されている。しか
しながら、別の製造方法及び別の材料あるいは材料組み合わせが使用されてもよい。
【００８８】
　取着部材１７３０は、例えば、下で図１６乃至１８を参照しながら説明するように、種
々異なるワイパアーム型式の第１群のワイパアームに枢設するために形成されている。ア
ダプタ要素１７５０は、例示的に、下に図１８乃至２０を参照しながら説明するように、
第１群のワイパアーム型式とは少なくとも部分的に異なる、種々異なるワイパアーム型式
の第２群のワイパアームに枢設するために形成されている。キャップ部材１７４０は、例
示的に、種々異なるワイパアーム型式のワイパアームを取着部材１７３０あるいはアダプ
タ要素１７５０に固定するために形成されている。
【００８９】
　一実施の形態では、取着部材１７３０の下面１７１０に、支承部材１７９８が、例示的
にポケット状の支承収容部１５９９の付形に対応する付形をともなって設けられている。
これにより、例えば、これらの構成部材間のスナップ結合の形成が可能である。支承部材
１７９８は、好ましくは支承収容部１５９９内に係止するために形成されている軸１７２
４を有している。また、支承部材１７９８は、単数又は複数の、例えば壁状の位置決め補
助手段１７２２を有していてよい。これに対して択一的に、貫通する軸１７２４の代わり
に、２つのピン状あるいは柱状の側方の突出部が取着部材１７３０に形成されていてもよ
い。
【００９０】
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　支承部材１７９８には、例示的に、円形の開口１７３６あるいは１７３８を備える壁要
素１７２６，１７２８が一体成形されている。壁要素１７２６と壁要素１７２８との間に
は、支承部材１７９８内に、空所１７１０が形成されている。空所１７１０の寸法は、塔
状の案内兼位置決め部材１５１０の寸法に対応しており、これにより案内兼位置決め部材
１５１０は、空所１７１０内に延在可能である。
【００９１】
　壁要素１７２６，１７２８の、図１４で見て右側の軸方向の端部領域には、側方の衝止
部材１７３３あるいは１７９３（図１６乃至図２０）及び一例としての位置決めピンある
いは位置決めノブ１７２７並びに側方の衝止部材１７８５あるいは１７８６（図１７）が
形成されている。壁要素１７２６，１７２８の、図１４で見て左側の軸方向の端部領域に
は、側方の結合部材１７１９あるいは１７１７が一体成形されている。結合部材１７１９
は、例示的に、キャップ部材１７４０を旋回可能に支承するための支承軸１７３２を有し
ている。結合部材１７１７には、一例として、キャップ部材１７４０の解除可能な係止の
ための係止ピン１７３４が設けられている。
【００９２】
　キャップ部材１７４０は、例示的に、サイコロ状のフードの形態で、端壁１７８９を介
して互いに結合されている側壁１７４１，１７４３及び上側の壁要素１７４８を備えて形
成されている。上側の壁要素１７４８及び端壁１７８９に対向する面１７４７あるいは１
７８８は、開放されている。側壁１７４１，１７４３の、開放された面１７８８側の端部
領域１７４９は、一例として、凹面状に成形されている。一実施の形態では、キャップ部
材１７４０は、アダプタ要素１７５０を取着部材１７３０に固定するために形成されてい
る。
【００９３】
　アダプタ要素１７５０は、例示的に、中空プロフィル又はＵ字形プロフィルとして、天
板要素１７１５を備えて形成されている。天板要素１７１５には、２つの側方の壁要素１
７５２，１７５４が一体成形されている。天板要素１７１５は、少なくとも長手方向溝１
７５３を備えて形成されているが、図７のアダプタ要素７５０と同様に、横方向溝（図７
の７５１）も設けられていてよい。壁要素１７５２，１７５４は、好ましくは円形の開口
１７５５あるいは１７５６を有している。
【００９４】
　壁要素１７５２，１７５４の、図１４で見て右側の軸方向の端部領域には、側方の当接
要素１７５１あるいは１７５８（図１８乃至２０）が形成されている。壁要素１７５２，
１７５４の、図１４で見て左側の軸方向の端部領域において、壁要素１７５２，１７５４
は、一実施の形態では、壁要素１７５２，１７５４の端部領域１７５９と、キャップ部材
１７４０の側壁１７４１，１７４３の端部領域１７４９とが形状結合式に互いに係合する
ように凸面状に成形されている。さらに、壁要素１７５２，１７５４の端部領域１７５９
は、天板要素１７１５の端部領域１７５７に対して相対的に張り出しているので、組立後
、天板要素１７１５とキャップ部材１７４０の上側の壁要素１７４８との間に、空間（図
１８の１８８８）が形成されている。
【００９５】
　図１５は、持続的にベースコネクタ装置１６０に結合されるアダプタユニット１５００
にコネクタ部材１９００を取り付ける際の、図１４のワイパブレードの一部を示している
。この場合、取着部材１７３０をまずアダプタユニット１５００に、これらの構成部材を
互いに固定するために押し当てる。このとき、支承部材１７９８は、ポケット状の支承収
容部１５９９（図１４）内に配置され、固定される。支承要素１５９８の、図１４に示し
た形態により、取着部材１７３０の側方への滑動は阻止可能である。
【００９６】
　次のステップで、例示的に下で図１６を参照しながら説明するように、キャップ部材１
７４０を取着部材１７３０に好ましくはスナップ結合を介して旋回可能に取着することが
できる。その後、アダプタ要素１７５０を、例示的に下で図１８を参照しながら説明する
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ように、取着部材１７３０に押し当てることができる。
【００９７】
　図１６は、例示的に、図１１の「Ｖａｌｅｏ　Ｔｏｐ‐Ｌｏｃｋ２」というワイパアー
ム型式の、図１のワイパアーム１１８を体現するワイパアーム１１１８が、キャップ部材
１７４０に結合される取着部材１７３０に枢設されるアッセンブリ１６００を示している
。キャップ部材１７４０は、一実施の形態では、爪状の固定要素１７４５を有している。
固定要素１７４５は、好ましくはスナップ結合により、キャップ部材１７４０が支承軸１
７３２周りに旋回可能であるように、取着部材１７３０の支承軸１７３２に係止可能であ
る。支承軸１７３２より規定される回転軸線は、払拭条片１１２の軸方向の延在方向に対
して略平行に位置している。
【００９８】
　図１６に示されているように、ワイパアーム１１１８は、まず矢印１６５１あるいは１
６５２及び１６５４の方向で取着部材１７３０に、取着部材１７３０の側方の衝止部材１
７３３，１７９３がワイパアーム１１１８の保持肩部１１１６（図１１），１１１７を衝
止し、これにより矢印１６５２，１６５４の方向でのワイパアーム１１１８のさらなる移
動が阻止されるまで、押し当てられる。その後、キャップ部材１７４０を、スナップ結合
を形成するために、矢印１６９９の方向で取着部材１７３０に向かって旋回させる。その
結果、係止ピン１７３４は、側壁１７４３に設けられた開口１７４２に、開口１７２４に
解除可能に係止するために係合する。このとき、好ましくは、形状結合が、キャップ部材
１７４０の側壁１７４１，１７４３の凹面状の端部領域１７４９と、ワイパアーム１１１
８の対応する端部領域１１１５との間に形成される。その結果、矢印１６５２，１６５４
とは逆向きの方向でのワイパアーム１１１８の滑動は阻止される。
【００９９】
　図１７は、例示的に、図１０の「Ｔｏｐ‐Ｌｏｃｋ２」というワイパアーム型式の、図
１のワイパアーム１１８を体現するワイパアーム１０１８が、キャップ部材７４０に結合
される取着部材７３０に枢設されるアッセンブリ１７００を示している。このために、ワ
イパアーム１０１８は、矢印１７１２，１７１４の方向で取着部材１７３０に、取着部材
１７３０の側方の衝止要素１７８５（図１４），１７８６がワイパアーム１０１８の保持
レール１０２２，１０２４を衝止し、これにより矢印１７１２，１７１４の方向でのワイ
パアーム１０１８のさらなる移動が阻止されるまで、押し当てられる。その後、キャップ
部材１７４０を、図１６を参照しながら説明したように、矢印１７９９の方向で取着部材
１７３０に向かって、取着部材１７３０に係止するために旋回させる。このとき、好まし
くは、形状結合が、キャップ部材１７４０の側壁１７４１，１７４３の凹面状の端部領域
１７４９と、ワイパアーム１０１８の、対応するように凸面状に形成された端部領域１０
１２との間に形成される。その結果、矢印１７１２，１７１４とは逆向きの方向でのワイ
パアーム１０１８の滑動は阻止される。
【０１００】
　図１８は、例示的に、「Ｖａｌｅｏ　Ｔｏｐ‐Ｌｏｃｋ３」というワイパアーム型式の
、図１のワイパアーム１１８を体現するワイパアーム１８１８が、キャップ部材１７４０
に結合される取着部材１７３０に枢設されるアッセンブリ１８００を示している。ワイパ
アーム１８１８は、例示的に、位置決め開口１８２７及び屈折あるいは折曲されたエンド
ピース１８１５を備える長手方向要素１８１６を有している。図１８には、天板要素１７
１５の端部領域１７５７とキャップ部材１７４０との間に形成される空間１８８８が看取
可能である。
【０１０１】
　図１８に示すように、ワイパアーム１８１８はまず取着部材１７３０及びキャップ部材
１７４０上に位置決めされる。その結果、エンドピース１８１５は、結合部材１７１７，
１７１９の領域に配置されており、取着部材１７３０の位置決めピンあるいは位置決めノ
ブ１７２７は、少なくとも部分的にワイパアーム１８１８の位置決め開口１８２７に係合
する。その後、アダプタ要素１７５０を矢印１８５２，１８５４の方向でワイパアーム１
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８１８の上方から取着部材１７３０に、取着部材１７３０の側方の衝止部材１７３３，１
７９３がアダプタ要素１７５０の側方の当接要素１７５８あるいは１７５１（図１４）を
衝止し、これにより矢印１８５２，１８５４の方向でのアダプタ要素１７５０のさらなる
移動が阻止されるまで、押し当てる。これにより、アダプタ要素１７５０は、少なくとも
部分的にキャップ状に取着部材１７３０を包囲する。
【０１０２】
　その後、キャップ部材１７４０を、図１６を参照しながら説明したように、矢印１８９
９の方向で取着部材１７３０に向かって、取着部材１７３０に係止するために旋回させる
。このとき、好ましくは、形状結合が、キャップ部材１７４０の側壁１７４１，１７４３
の凹面状の端部領域１７４９と、アダプタ要素１７５０の端部領域１７５９との間に形成
される。その結果、矢印１８５２，１８５４とは逆向きの方向でのワイパアーム１８１８
の滑動は阻止される。
【０１０３】
　図１９は、例示的に、図１３の「９ｘ３‐Ｈａｋｅｎ」又は「９ｘ４‐Ｈａｋｅｎ」と
いうワイパアーム型式の、図１のワイパアーム１１８を体現するワイパアーム１３１８が
、キャップ部材１７４０に結合される取着部材１７３０に枢設されるアッセンブリ１９５
０を示している。取着部材１７３０には、アダプタ要素１７５０が、図１８を参照しなが
ら説明したように取着されている。コネクタ部材１９００に取着するために、ワイパアー
ム１３１８は、図１３を参照しながら説明した実施の形態と同様に、縦長の結合片１３１
６が長手方向溝１７５３内に配置されており、フック１３１２が支持部１５１５の下側で
、図１４の塔状の案内兼位置決め部材１５１０に係合するように、コネクタ部材１９００
に位置決めされる。その結果、弧状要素１３１４は、図１４の天板要素１７１５の端部領
域１７５７に当接する。
【０１０４】
　その後、キャップ部材１７４０を、図１６を参照しながら説明したように、矢印１９９
９の方向で取着部材１７３０に向かって、取着部材１７３０に係止するために旋回させる
。これにより、弧状要素１３１４は、空間１８８８内に制止される。その結果、コネクタ
部材１９００からのワイパアーム１３１８の滑動は阻止される。
【０１０５】
　図２０は、例示的に、図１２の「Ｓｉｄｅ‐Ｌｏｃｋ１」というワイパアーム型式の、
図１のワイパアーム１１８を体現するワイパアーム１２１８が、キャップ部材１７４０に
結合される取着部材１７３０に枢設されるアッセンブリ２０００を示している。取着部材
１７３０には、図１８を参照しながら説明したように、アダプタ要素１７５０が取着され
ている。
【０１０６】
　ワイパアーム１２１８は、一例として、回転軸１２１２がアダプタ要素１７５０の開口
１７５６，１７５５（図１４）あるいは取着部材１７３０の開口１７３８，１７３６（図
１５）に通されるように、矢印２０５１の方向でコネクタ部材１９００に押し込まれる。
このとき、保持部材１２１４は、図２０で見てアダプタ要素１７５０の上方に位置決めさ
れる。
【０１０７】
　その後、ワイパアーム１２１８を矢印２０９９の方向でコネクタ部材１９００に向かっ
て旋回させる。その結果、保持部材１２１４に設けられた保持フック１２４４は、図２０
で見て手前の、アダプタホルダ１７５０の側方の壁要素１７５４に係合する一方、ワイパ
アーム１２１８は、側方の壁要素１７５２に当接する。その結果、コネクタ部材１９００
からの回転軸１２１２の抜けは阻止される。
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